
　

近
年
、
新
聞
報
道
等
で
も
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
全
国
各

地
で
老
朽
化
し
た
空
き
家
が
引
き

起
こ
す
問
題
と
、
そ
の
対
策
に
注

目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

本
市
も
他
の
地
域
と
同
様
で
、

危
険
な
状
態
の
空
き
家
が
問
題
と

な
っ
て
お
り
、
平
成
24
年
度
に
は

「
鹿
屋
市
空
き
家
等
の
適
正
管
理

に
関
す
る
条
例
」
を
制
定
し
ま
し

た
。

　

こ
れ
に
よ
り
現
在
で
は
、
管
理

不
全
な
状
態
の
空
き
家
の
管
理
者

等
に
対
し
、
適
正
な
管
理
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
加
え
本
年
７
月
か
ら
、

倒
壊
等
の
危
険
が
あ
る
空
き
家
に

関
し
て
、
解
体
撤
去
工
事
費
用
の

一
部
を
補
助
す
る
制
度
を
創
設
し

ま
し
た
。

　

空
き
家
は
、
所
有
者
等
の
財
産

で
す
。
周
辺
に
住
ん
で
い
る
皆
さ

ん
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た

め
に
も
、
所
有
者
の
人
は
、
近
隣

住
民
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
空

き
家
の
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し

ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
安
全
安
心
課　
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市
内
の
空
き
家
の
状
況

　

近
年
、
高
齢
化
な
ど
の
社
会
的

要
因
を
は
じ
め
、
相
続
や
経
済
的

な
問
題
な
ど
の
理
由
か
ら
、
近
隣

の
住
宅
や
歩
行
者
に
被
害
を
及
ぼ

す
恐
れ
の
あ
る
管
理
不
全
な
状
態

の
空
き
家
が
増
加
し
て
お
り
、
防

災
、
防
犯
、
衛
生
、
景
観
等
の
地

域
住
民
の
生
活
環
境
に
深
刻
な
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

空
き
家
の
管
理
は

  

所
有
者
の
責
任
で
す

所
有
者
へ
の
要
請

　

空
き
家
は
個
人
の
財
産
で
あ

り
、
日
常
的
な
維
持
管
理
を
は
じ

　

市
で
は
、
条
例
に
基
づ
き
、
管

理
不
全
な
空
き
家
と
し
て
把
握
し

た
建
物
で
、
所
有
者
等
が
特
定
で

き
た
も
の
に
つ
い
て
、
適
正
な
管

理
を
し
て
頂
く
よ
う
助
言
書
や
指

導
書
、
勧
告
書
を
送
付
し
、
そ
れ

で
も
改
善
が
な
さ
れ
な
い
場
合

は
、
命
令
書
の
送
付
や
所
有
者
等

の
住
所
氏
名
等
を
公
表
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
資
金
不
足
や
、
相
続

危険な空き家の解体撤去費助成制度を
　　　　　　　　　　　　　創設しました !!

　市では、市民の安全・安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、条例に規定された
助言・指導等を受けた危険空き家に対し、解体及び撤去に係る経費等の一部助成が行えるよう、補助金制
度を創設しました。
　本年７月１日から施行し、概ね３年間を目途として空き家対策の強化を図っていく予定です。

補助金制度の概要

補助金の交付申請から受取までの流れ
　補助金を希望する人は、まず市安全安心課にご相談ください。補助金制度について市から説明
を行うとともに、解体等を実施したい空き家の状況の聞き取りを行います。補助金の交付に該当
する場合は、次の流れに従い、申請書等を提出して頂くことになります。
※注意：この補助金は、危険な空き家に対する解体工事等の補助制度のため、全ての空き家に適
　　　　用できるものではなく、一定の危険度が認められる空き家に対して補助を行います。

空き家を適切に空き家を適切に
　　管理しましょう　　管理しましょう

倒壊及び建築材等の
飛散の恐れがある

火災、又は犯罪を誘
発する恐れがある

敷地内の草木が著し
く繁茂している

景観及び住環境を著
しく損なっている

●対象要件＝市内の解体工事業者が解体撤去工事を行うこと
●補助金額＝解体撤去費用の３分の１（上限 30万円）
●応募件数＝ 50件（※予算額に達した時点で終了）

●対象要件＝特に危険度が高く、緊急な対応を必要とする空き家
●補助金額＝安全対策に必要な措置を講ずるの経費の 2分の１
　　　　　　（上限 10万円）

解体撤去経費

緊急対策経費

補助金交付申請　  ・・・・・・・・・・

書類審査・危険度判定　・・・・・・・・

交付決定 不交付決定

100点以上 100点未満

解体工事の実施

実績報告の提出　  ・・・・・・・・・・

交付額の確定　    ・・・・・・・・・・

補助金の受取　　・・・・・・・・・・

管理不全な状態とは

①交付申請の受付
　（申請者と空き家との関係を確認できる書類等の添付が必要）

⑦申請者は請求書を提出し、市からの補助金を受け取る

⑥市で交付額を確定する

⑤解体工事を実施してから、実績報告を提出する

④判定後、交付決定を行う

③危険度を判定するシートで 180 点満点中 100 点以上ある空き家を
　危険空き家と判定する。

②書類審査の後、危険度を判定するための現地調査

 ・・・・・・・

め
解
体
や
撤
去
な
ど
は
、
原
則
と

し
て
所
有
者
等
が
適
正
に
管
理
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

問
題
に
よ
り
管
理
者
が
未
確
定
で

あ
る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
、
対

応
し
て
頂
け
な
い
建
物
も
多
く
あ

り
ま
す
。

　

特
に
危
険
性
が
高
い
空
き
家
に

つ
い
て
は
、
市
が
注
意
看
板
の
設

置
や
ロ
ー
プ
を
張
る
な
ど
の
応
急

措
置
を
行
い
、
被
害
の
発
生
防
止

に
努
め
る
と
と
も
に
、
所
有
者
等

に
適
切
な
対
策
を
継
続
し
て
要
請

し
て
い
き
ま
す
。

市
民
か
ら
の
通
報
等

現
地
・
管
理
者
等

を
調
査

助
言
書
・
指
導
書
・

勧
告
書
を
送
付

命
令
書
を
送
付

管
理
者
等
の
住
所

氏
名
を
公
表

管理不全な状態の空き家に対する指導の流れ

終
了

終
了

対
応

対
応
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